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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペン先が、筆記部となるペン芯と、該ペン芯を保持し、筆記部にインクを供給するため
のインク誘導部を少なくとも１つ有する保持体とを備え、筆記具本体に含まれるインクを
、上記保持体に設けたインク誘導部に供給するための中継芯を有し、かつ、上記保持体が
、筆記方向を視認できる視認部となる筆記具であって、保持体には中継芯を保持する筒状
部を有する本体部が連設され、該筒状部には中継芯が当接可能な段部を形成し、該段部と
中継芯の間に隙間部を形成すると共に、前記段部とインク誘導部との間には凸部が形成さ
れたことを特徴とする筆記具。
【請求項２】
　前記段部は、インク誘導部の後部端面より後方に形成されたことを特徴とする請求項１
記載の筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筆記具本体内のインクをペン先の筆記部に供給するアンダーラインマーカー
等と呼ばれるタイプの筆記具に関し、更に詳しくは、ペン先の視認部で筆記方向を広く視
認することができると共に、終筆まで確実に筆記することができる筆記具に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、ペン先の視認部で筆記方向を視認することができる筆記具としては、各構造
の筆記具（例えば、本出願人による特許文献１～５参照）が知られている。これらの各特
許文献の中で、本発明の近接技術を示すものとして、例えば、図１７に示すように、筆記
具本体１ａから供給されるインクを誘導し、かつ保留できるペン体１ｂを有する筆記具１
において、上記ペン体１ｂは、インク誘導部１ｃと、該インク誘導部１ｃからのインクを
導出する筆記部１ｄとを備えると共に、該筆記部１ｄの軸方向直上に筆記方向を視認でき
る可視部１ｅを備えたことを特徴とする筆記具（例えば、本出願人による特許文献１参照
）が知られており、特に、図１８及び図１９に示される各ペン体が本発明に最も近い近接
技術を開示するものである。
【０００３】
　図１８（ａ）及び（ｂ）は、上記特許文献１に記載される筆記具におけるペン体の第６
実施形態の図面である。この実施形態のペン体２は、透明な支持部材２ａの前端に脚部２
ｂで固定された筆記部２ｃが設けられ、この筆記部２ｃの脚部２ｂ後端に連通して上記支
持部材２ａ内部所要箇所にインクを毛管作用で誘導可能とするインク誘導溝からなるイン
ク誘導部２ｄが設けられる構造となるものであり、支持部材２ａは透明な樹脂等で構成さ
れているので、２ｅが可視部となり、可視部２ａ内の流通するインクを通して筆記方向を
視認するものである。
　また、図１９（ａ）及び（ｂ）は、上記特許文献１に記載される筆記具におけるペン体
のペン体の第８実施形態である。この実施形態のペン体３は、上記図１８の第６実施形態
のペン体と略同じ構成であり、相違する点は支持部材３ａに可視部となる窓部３ｂが穿設
されると共に、インク誘導溝３ｃがその窓部３ｂを迂回して形成され、筆記部３ｄにイン
クが毛管作用で供給可能となる構造となるものである。
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載される筆記具において、図１７及び図１９では、
可視部１ｅ，３ｂの両側にインク誘導部１ｃ，３ｃが設けられると共に、下部に筆記部１
ｄ，３ｄが設けられる構造となるため、視認性を有する可視部１ｅの面積比率は、実際上
、筆記具本体先端部より突出したペン先（ペン体）の３０％台となるため、十分な視認性
を確保することができず、筆記方向が若干見づらい点に課題がある。この可視部を拡大す
れば、筆記方向の視認性は広くなるものであるが、筆記部も拡大するため、ラインマーカ
ーとしての筆記性能を損なうこととなる。
　また、図１８で示されるペン体２では、可視部２ａ内の流通するインクを通して筆記方
向を視認するものであるため、インク色が濃い色の場合は、筆記方向が見づらい点に課題
がある。また、可視部２ａ内に固定される脚部２ｂ部分は視認性を有しないので、視認性
を有する可視部２ａの面積比率は、実際上、筆記具本体先端部より突出したペン先（ペン
体）の３０％台となるため、十分な視認性を確保することができず、更に筆記方向を広く
視認できる構造のペン体が望まれているのが現状である。
【０００５】
　一方、筆記部の陰となる筆記方向の部分を視認することができると共に、インクの終了
サインを検知することができるインク終了検知式の筆記具として、例えば、図２０（ａ）
及び（ｂ）に示すように、軸筒４ａ内のインク吸蔵体４ｂに含浸されたインクが、中継芯
４ｃ、インク誘導部４ｄを介して筆記部となるペン先４ｅに供給されると共に、前記イン
ク吸蔵体４ｂのインクの終了サインを上記インク誘導部４ｄで視認することにより検知す
るインク終了検知式の筆記具であって、前記インク誘導部４ｄは、筆記方向を視認できる
可視部４ｆと、該可視部４ｆの側部にインク誘導管４ｇとを有する筆記具４（例えば、本
出願人による特許文献６参照）や、図２１（ａ）及び（ｂ）に示すように、軸筒５ａ内の
インク吸蔵体５ｂに含浸されたインクが、中継芯５ｃ、インク誘導管５ｄを介して筆記部
となるペン先５ｅに供給されると共に、前記インク吸蔵体５ｂのインクの終了サインを上
記インク誘導管５ｄで視認することにより検知するインク終了検知式の筆記具であって、
前記インク誘導管５ｄは内部に厚さが０．０１～１．０ｍｍとなるスリット状のインク流
路５ｅを設けた平板状のインク誘導部５ｇを有すると共に、インク充填時のインク誘導部
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５ｇの可視光線透過率が５０％以上となり、かつ、上記インク誘導部５ｇを介して、該イ
ンク誘導部５ｇの軸方向直下の筆記方向を視認できる筆記具５（例えば、本出願人による
特許文献７参照）が知られている。
【０００６】
　しかしながら、上記図２０（ａ）及び（ｂ）に示される筆記具４では、終了サインを確
実に検知するためには、インク誘導管４ｇが太く（大きく）なるため、十分な視認性を確
保することができない点に若干の課題がある。また、インク誘導管４ｇの形状が複雑なた
め、ペン先のシール性を確保すること、最後までインクを使いきる構造とするためには、
困難性を有し容易でないのが現状であった。
　また、上記図２１（ａ）及び（ｂ）に示される筆記具５では、十分な視認性を確保でき
る程度にまでインク誘導部を薄くすると、インク流量を確保することができず、また、十
分なインク流量を確保しようとすると、十分な視認性を確保することはできず、したがっ
て、有効な視認部が少なく、見難いものであった。
【０００７】
　そこで上記、課題を解決するために、視認部とインク誘導部を有する筆記具において、
筆記方向に書いてある文字を確実に読むことができる十分な視認性を付与し、終筆まで使
用可能な筆記具を提供することを目的とし、また、視認性を損なわずに、十分な筆記流量
を終筆まで確保でき、筆記しやすく、耐久性に優れた筆記具を本出願人によって出願をし
ている。（本出願人による特許文献８）。
　しかし、上記特許文献８等の筆記具において、中継芯の端面を保持体の壁面に当接する
と、筆記時において、インクがインク吸蔵体（中綿）にある程度残っているにもかかわら
ず、掠れてしまうことがあり、掠れかなく、インク吸蔵体のインクを十分に使い切ること
ができるなどの更なる改良が切望されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－５２６８２号公報（特許請求の範囲、実施形態、図１、図
１１、図１２等）
【特許文献２】特開２００１－２５３１９３号公報（特許請求の範囲、実施形態、図１等
）
【特許文献３】特開２００２－１９３７０号公報（特許請求の範囲、実施形態、図１等）
【特許文献４】特開２００５－２４６６０６号公報（特許請求の範囲、実施形態、図１等
）
【特許文献５】特開２００６－２５６０４５号公報（特許請求の範囲、実施形態、図１等
）
【特許文献６】特開２００７－６９４２６号公報（特許請求の範囲、実施形態、図１等）
【特許文献７】特開２００７－６９４２７号公報（特許請求の範囲、実施形態、図１等）
【特許文献８】特願２０１０－１３４９３４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記従来技術の課題等に鑑み、これを解消しようとするものであり、筆記方
向に書いてある文字を確実に読むことができる十分な視認性を付与し、終筆まで使用可能
な筆記具において、インク流量を確保して筆記時の掠れを防止し、筆記流量の安定とイン
ク吸蔵体のインクを十分に使い切ることができる筆記具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記従来の課題等を解決するために、鋭意検討した結果、ペン先が、筆
記部となるペン芯と、該ペン芯を保持し、筆記部にインクを供給するためのインク誘導部
を少なくとも１つ有する保持体とを備え、筆記具本体に含まれるインクを、上記保持体に
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設けたインク誘導部に供給するための中継芯を有し、かつ、上記保持体が、筆記方向を視
認できる視認部となる筆記具において、保持体に中継芯を保持する筒状部を有する本体部
を連設し、該筒状部には中継芯が当接可能な段部を形成し、該段部と中継芯の間を特定構
造等とすることにより、上記目的の筆記具が得られることを見出し、本発明を完成するに
至ったのである。
【００１１】
　すなわち、本発明は、次の（１）～（３）に存する。
（１）　ペン先が、筆記部となるペン芯と、該ペン芯を保持し、筆記部にインクを供給す
るためのインク誘導部を少なくとも１つ有する保持体とを備え、筆記具本体に含まれるイ
ンクを、上記保持体に設けたインク誘導部に供給するための中継芯を有し、かつ、上記保
持体が、筆記方向を視認できる視認部となる筆記具であって、保持体には中継芯を保持す
る筒状部を有する本体部が連設され、該筒状部には中継芯が当接可能な段部を形成し、該
段部と中継芯の間に隙間部を形成したことを特徴とする筆記具。
（２）　前記段部は、インク誘導部の後部端面より後方に形成されたことを特徴とする上
記（１）記載の筆記具。
（３）　前記段部とインク誘導部との間には凸部が形成されたことを特徴とする上記（１
）又は（２）記載の筆記具。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、筆記方向に書いてある文字を確実に読むことができる十分な視認性を
付与し、終筆まで使用可能な筆記具において、インク流量を確保して筆記時の掠れを防止
し、筆記流量の安定とインク吸蔵体のインクを十分に使い切ることができる筆記具が提供
される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の筆記具の一例を示す図面であり、（ａ）は中央縦断面図、（ｂ）は中央
横断面図である。
【図２】本発明の筆記具の軸筒を構成する後軸の一例を示す図面であり、（ａ）は正面図
、（ｂ）は平面図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は中央縦断面図、（ｅ）は中央横断面図で
ある。
【図３】先軸の一例を示す図面であり、（ａ）は前方側から見た斜視図、（ｂ）は後方側
から見た斜視図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は中央縦断面図である。
【図４】本発明の筆記具に用いるペン先の一例を示す図面であり、（ａ）は正面図、（ｂ
）は平面図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は底面図である。
【図５】（ａ）はペン先の中央横断面図、（ｂ）は底面側からみたペン先の斜視図である
。
【図６】図５（ａ）のペン先の中央横断面図の拡大図であり、隙間部を説明するための図
面である。
【図７】ペン先に用いるペン芯の一例を示す図面であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面
図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は底面図である。
【図８】ペン芯を保持する保持体の一例を示す図面であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は平
面図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は右側面図である。
【図９】ペン芯を保持する保持体の一例を示す図面であり、（ａ）は中央横断面図、（ｂ
）は底面図、（ｃ）は中央縦断面図である。
【図１０】本発明の筆記具のキャップ体を取り外した状態の一例を示す図面であり、（ａ
）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は背面図で
ある。
【図１１】本発明の筆記具のキャップ体を取り外した状態の一例を示す図面であり、（ａ
）は前方側から見た斜視図、（ｂ）は後方側から見た斜視図である。
【図１２】本発明の筆記具のキャップ体を取り付けた状態の一例を示す図面であり、（ａ
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）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は右側面図である。
【図１３】本発明の筆記具のキャップ体を取り付けた状態の一例を示す図面であり、机な
どの平面上にそのままキャップ体を下にして載置した状態を示す正面図である。
【図１４】キャップ体の一例を示す図面であり、（ａ）は前方側から見た斜視図、（ｂ）
は左側面図、（ｃ）は中央縦断面図、（ｄ）は中央横断面図である。
【図１５】図５（ａ）のペン先の別の形態を示す拡大した中央横断面図である。
【図１６】参考例に用いる隙間部のないペン先の形態を示す拡大した中央横断面図である
。
【図１７】従来の筆記具の一例を示す筆記具の縦断面図である。
【図１８】（ａ）及び（ｂ）は、図１３の従来の筆記具におけるペン先の一例を示す正面
図、横断面図である。
【図１９】（ａ）及び（ｂ）は、図１３の従来の筆記具におけるペン先の他例を示す正面
図、横断面図である。
【図２０】（ａ）及び（ｂ）は、従来の筆記具の一例を示す筆記具の縦断面図、及びその
筆記具におけるペン先の一例を示す横断面図である。
【図２１】（ａ）及び（ｂ）は、従来の筆記具の一例を示す筆記具の縦断面図、及びその
筆記具におけるペン先の一例を示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施形態を詳しく説明する。
　図１～図１４は、本発明の筆記具の実施形態の一例を示す各図面であり、図１（ａ）及
び（ｂ）は筆記具全体の中央縦断面図、中央横断面図、図２～図９は、本発明の筆記具の
軸筒を構成する後軸、先軸、ペン先、ペン先の各部品の各図面、図１０及び図１１はキャ
ップ体を外した状態の筆記具の各図面、図１２及び図１３はキャップ体を取り付けた状態
の各図面、図１４はキャップ体の図面である。なお、図１（ａ）及び（ｂ）では通常の先
軸部側にキャップ体を取り付けた状態と、取り外して筆記具本体の後軸側に取り付けた状
態のニ態様で表示している。
　本実施形態の筆記具Ａは、マーキングペンタイプの筆記具であり、図１に示すように、
筆記具本体を構成する軸筒１０、インク吸蔵体２０、中継芯３０、ペン先４０、キャップ
体６０を備えている。
【００１５】
　軸筒１０は、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ガラス等で形成されるものであり
、図１～図３に示すように、筆記具用インクを含浸したインク吸蔵体２０を収容する有底
筒状の後軸１１と、ペン先４０を固着する先軸１５とを有している。
　後軸１１は、例えば、ＰＰ等からなる合成樹脂を使用して長い有底楕円筒形に成形され
、筆記具の本体（軸筒）として機能する。この後軸１１は、図２（ａ）～（ｅ）に示すよ
うに、後端側内部にインク吸蔵体２０の後端部を保持する保持片１２、１２…からなる保
持部材１３が設けられており、後軸全体及び後述する先軸は不透明又は透明（及び半透明
）に成形されるが、外観上や実用上の観点からいずれを採用しても良い。また、後軸１１
の開口部１４に先軸１５が嵌合等により固着される構造となっている。
【００１６】
　先軸１５は、図３（ａ）～（ｅ）に示すように、後方側に後軸１１の開口部１４に嵌合
する環状の嵌合部１６と、前方側に肩部１７、ペン先４０の本体部４１を固着する筒状の
嵌入部１８とを有すると共に、上記嵌合部１６内にはインク吸蔵体２０の前端部を保持す
る保持片１９ａ、１９ａ…からなる保持部材１９が設けられている。上記嵌入部１８の内
周面上には嵌入突部１８ａ、１８ｂが設けられている。この構造の先軸１５は、例えば、
ＰＰ等からなる合成樹脂などで成形されるものである。
【００１７】
　インク吸蔵体２０は、水性インク、油性インクなどの筆記具用インクを含浸したもので
あり、例えば、天然繊維、獣毛繊維、ポリアセタール系樹脂、アクリル系樹脂、ポリエス
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テル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリビニ
ル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリフェニレン系樹脂などの
１種又は２種以上の組み合わせからなる繊維束、フェルト等の繊維束を加工したもの、ま
た、スポンジ、樹脂粒子、焼結体等の多孔体を含むものである。このインク吸蔵体２０は
、軸筒１０の本体部となる後軸１１内に収容保持されている。
　また、用いるインク組成は特に限定されず、アンダーラインペン等ではインクに蛍光色
素、例えば、ベーシックバイオレット１１、ベーシックイエロー４０などを含有させるこ
とできる。
【００１８】
　中継芯３０は、インク吸蔵体２０のインクを後述する保持体５５に設けたインク誘導部
５０に供給する中継用の芯体となるものであり、インク吸蔵体２０の前方側の凹部２１に
嵌入する構造となっている。この中継芯３０は、インク吸蔵体２０と同様に繊維束、フェ
ルト等の繊維束を加工した繊維束芯、または、硬質スポンジ、樹脂粒子焼結体等からなる
樹脂粒子多孔体、スライバー芯等の連続気孔（流路）を有するものであり、インク吸蔵体
２０に含浸されたインクを中継芯３０を介して保持体５５のインク誘導部５０へ供給でき
るものであれば、特にその形状、構造等は限定されるものでない。この中継芯３０の断面
形状としては、例えば、円、楕円、正方形、長方形、台形、平行四辺形、ひし形、カマボ
コ形、半月形の形状が挙げられ、本実施形態では、断面形状が円形状となっている。
【００１９】
　ペン先４０は、図４～図９に示すように、筆記部となるペン芯４５と、該ペン芯４５を
保持し、筆記部にインクを供給するためのインク誘導部５０を有する保持体５５とを備え
ると共に、保持体５５には後方側に中継芯を保持する筒状部４１を有する本体部４２が連
設されている。この本体部４２の外周面にはフランジ部４３が設けられ、筒状部４１の入
口には中継芯３０を嵌入保持する嵌入保持部４１ａが設けられている。
　インク誘導部５０の後部端面より後方となり、筒状部４１の前方側には、図６に示すよ
うに、中継芯３０の前側の端面が当接可能な環状の段部４８が形成されると共に、該段部
４８と中継芯３０との間に隙間部４９が形成されている。この隙間部４９は、中継芯３０
の端面が段部４８に当接しない距離となるものであり、好ましくは、長手方向の長さＹは
、０＜Ｙ≦２ｍｍの範囲とすることが望ましく、本実施形態ではＹ＝１ｍｍの隙間部から
構成されている。更に、本実施形態では、段部４８とインク誘導部５０との間に中継芯３
０の径よりも小さく、インク誘導部５０の径よりも大きい開口型の凸部４９ａが形成され
ている。
　この構造のペン先４０では、インク吸蔵体２０からのインクを中継芯３０、隙間部４９
、凸部４９ａ、インク誘導部５０、ペン芯４５へと毛管力作用により連続的に供給できる
構造となっている。なお、本体部４２の底面は平坦状となる面削ぎ部４４となっており、
本体部４２の外周面上に先軸１５の嵌入部１８に嵌入するため嵌入突部４２ａ、４２ｂが
設けられている。
　また、保持体５５の上部側の両側面に、ペン芯４５を保持するリブ体５６、５６が設け
られると共に、該リブ体５６、５６間にはペン芯４５の底面と当接する底面部５７が設け
られている。この底面部５７の中央部にはインク誘導部５０の出口が形成されている。更
に、上記リブ体５６，５６の一方の端面にペン芯４５の前端面が当接する当接部５８が設
けられており、他方の端面はペン芯４５を挿入する入り口となっている。
【００２０】
　このように構成されるペン先４０全体又は後述する保持体５５は、視認性を有する材料
、例えば、ＰＰ、ＰＥ、ＰＥＴ、ＰＥＮ、ナイロン（６ナイロン、１２ナイロン等の一般
的なナイロン以外に非晶質ナイロン等を含む）、アクリル、ポリメチルペンテン、ポリス
チレン、ＡＢＳ等の材料から構成されるものであり、可視光線透過率が５０％以上となる
材料から構成されることが好ましい。
　この可視光線透過率が５０％未満の材料を使用した場合は、保持体５５で筆記方向に書
いてある文字を有効に視認できないことがあり、好ましくない。更なる良好な視認機能を
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発揮できるようにするために、５０％以上透過する材料が好ましく、この可視光線透過率
が８０％以上であれば、更に良好に視認できるものとなる。
　なお、可視光線透過率は、多光源測色計を用いて反射率を測定することで求めることが
できる。
　また、ペン先４０全体又は後述する保持体５５は、上記各材料の一種類、または、耐久
性、視認性の更なる向上の点などから、２種類以上の材料を用いて構成することができ、
２種類以上の材料で構成する場合は、少なくとも一つが可視光線透過率５０％以上となる
材料から構成されているものが好ましく、射出成形、ブロー成形などの各種成形法により
成形することができる。
【００２１】
　本実施形態の筆記部となるペン芯４５は、保持体５５の先端部に固着されるものであり
、例えば、天然繊維、獣毛繊維、ポリアセタール系樹脂、ポリエチレン系樹脂、アクリル
系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリオレフィン
系樹脂、ポリビニル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリフェニ
レン系樹脂などの１種又は２種以上の組み合わせからなる並行繊維束、フェルト等の繊維
束を加工又はこれらの繊維束を樹脂加工した繊維芯、または、各種のプラスチック粉末な
など焼結したポーラス体（焼結芯）などからなるものである。
【００２２】
　この筆記部となるペン芯４５の形状としては、例えば、外観形状がチゼル形状、砲弾形
状、円柱、楕円柱、立方体、直方体などの形状が挙げられ、また、その断面形状が台形、
平行四辺形、ひし形、カマボコ形、半月形等となる形状が挙げられ、本実施形態では、チ
ゼル形状となっている。チゼル形状とは、先端がペン軸の中心線に対して傾斜面を形成し
ており、傾斜面が平坦である形状である。
　このペン芯４５は、一方の端面に傾斜面部４６ａと、インク誘導部５０との保持におい
て、面取り部４７、４７が形成されている。
　また、筆記部となるペン芯４５は、筆記しやすい傾きとなるように、好ましくは、本体
軸の長軸方向に対して、４０～９０°の角度で傾いていることが望ましく、本実施形態で
は、７５°の傾きで取り付けられている。
　これらの筆記部となるペン芯４５の形状、傾き等は、筆記等の使い勝手に合わせて適宜
設定される。また、筆記部となるペン芯４５は、描線幅が太いものであり、好ましくは、
描線幅２ｍｍ以上、更に好ましくは、描線幅３ｍｍ以上の描線幅となる筆記部である。
【００２３】
　上記保持体５５内部には、筆記部となるペン芯４５にインクを供給するためのインク誘
導部５０を少なくとも１つ有するものであり、本実施形態では、視認部の面積比率を最大
限に発揮せしめる点、筆記部となる多孔体に効率的にインクを供給する点から、図４及び
図５等に示すように、長手方向の中央にインク誘導部５０が貫通する形で１本設けられて
いる。
　このインク誘導部５０の形状、大きさ等は、筆記具本体に含まれるインク吸蔵体２０に
含浸されたインクが上記中継芯３０、隙間部４９を介して直接インク誘導部へ供給できる
構造等となるものであれば、その形状、構造、大きさ、本数などは適宜選択することがで
きる。
　好ましくは、本発明の効果を最大限に発揮せしめる点から、インク誘導部５０の断面幅
方向の長さＷは、ペン先の長軸長さＸの４０％未満、更に好ましくは、１～３０％である
ことが望ましく、また、インク誘導部５０の断面積は、筆記部の保持体側断面積未満、ま
たは、中継芯３０の保持体側断面積未満であることが望ましい。
【００２４】
　特に、十分な筆記流量の確保、保持体の視認性を損なわずに、十分な筆記流量を確保す
る点から、インク誘導部５０の幅方向の長さが３ｍｍ以下、好ましくは、０．１～２．５
ｍｍであることが望ましく、また、直径０．１～３．０ｍｍ、好ましくは、直径０．２～
２．５ｍｍ、更に好ましくは、直径０．２～２．０ｍｍの管状であることが望ましい。
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　また、保持体５５内部にインク誘導部５０の断面積の合計が０．０１～７ｍｍ２、好ま
しくは、０．０３～５ｍｍ２で、更に好ましくは、０．０３～４ｍｍ２であることが望ま
しい。
　更に、インク誘導部５０は、筆記部となるペン芯４５側に向かってテーパーが形成され
ていることが好ましく、また、本体軸の長軸方向に対して０～３０°の向きで、１本設け
られていることが望ましい。このインク誘導部５０の中継芯側には、インク誘導部５０よ
りも大きな開口部５２が同心状に形成されている。
【００２５】
　上記構造となるインク誘導部５０の形成方法としては、例えば、インク誘導部形成用の
棒状体等を備えた金型に樹脂を流し込んで射出成形、ブロー成形等の各樹脂成形法で成形
後、型抜きをしてペン先４０又は保持体５５にインク誘導部５０を形成する方法、ペン先
の保持体５５成形後に、ドリル、レーザー加工などによりインク誘導部５０を形成する方
法、ペン先４０を二部材とし、それぞれにインク誘導部形成用の溝等を形成した後、これ
らを接着、溶着などにより一体化して保持体５５にインク誘導部５０等を形成する方法な
どが挙げられ、先行技術文献に記載された同様の方法で形成することができる。
【００２６】
　本発明において、好ましくは、上記保持体５５内部に設けられたインク誘導部５０は、
後述する筆記具用インクが入った状態で可視光線透過率が５０％未満であり、視認部とし
て機能せず、筆記方向を有効に視認できないものとすることが望ましい。インク誘導部５
０にインクが入った状態で視認できる状態であると、インクの着色成分等の使用が制限さ
れることとなり、ニーズに対応したインク色が得られないこととなり、好ましくない。
　また、インク誘導部５０以外の保持体５５が視認部を形成する面となるものであり、筆
記方向を有効に視認するために、略平行面となっていることが望ましい。なお、視認部を
レンズ面として拡大して視認することもできる。
【００２７】
　本発明において、上記筆記部となるペン芯４５を、保持体５５への取り付けなどは下記
のようにして簡単に取り付けることができる。
　具体的には、図７に示すペン芯４５の面取り部４７、４７側を前方にして、保持体５５
の上部側の当接部５８の対面の開口部（入り口側）からペン芯４５の底面をリブ５６，５
６内面と底面部５７に当接しながら挿入せしめることによりペン芯４５の前面部４８が当
接部５８に当接してペン芯４５を、保持体５５の上面部に簡単に取り付けることができる
ものである。
　従来においては、筆記部となるペン芯４５を保持体５５に取り付ける際、ペン芯４５に
面取りが形成されていない場合に、保持体５５のリブ面５６、５６やペン芯４５自体が変
形しやすく、ペン芯４５を保持体５５に取り付けることに困難性があったが、本発明では
、インク誘導部５０のペン芯４５との保持において、ペン芯４５端面に面取り部４７，４
７を形成することにより、更に保持体５５にペン芯４５を保持する当接部５８を形成した
ことにより、ペン芯４５の組立性を容易にし、しかも、ペン芯の取付位置を安定させるこ
とができるものとなる。
【００２８】
　上記ペン芯４５の取り付けの際に、ペン芯４５にシール性能を付与した状態で、強固に
固定せしめる点から、ペン芯４５と保持体５５が接触している部分のペン芯４５の細孔の
凹凸に、保持体５５から保持体を形成する樹脂が入り込み、保持体樹脂層を形成すること
でペン芯４５と保持体５５を固定されることが望ましい。
　この場合、上記ペン芯４５と保持体５５を形成する材料が、溶剤への溶解性の異なる樹
脂から選ばれることが好ましく、例えば、ペン芯４５では、ポリエチレン製焼結芯、保持
体５５では、アクリル製であれば、溶剤として、多孔体樹脂と保持体樹脂の溶解パラメー
ター（ＳＰ値）の差が０．５以上とすることができるため、アルコール、エステル(酢酸
ブチル)、エーテル、ケトン(アセトン)、グリコールエーテル、脂環式炭化水素、脂肪族
炭化水素、塩化脂肪族炭化水素（ジクロロメタン）、芳香族炭化水素、塩化芳香族炭化水
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素等の有機溶剤を用いることにより、上記筆記部となるペン芯４５と、インク誘導部５０
を有する保持体５５とを固定することができる。
【００２９】
　好ましくは、インク誘導部５０の筆記部となるペン芯４５側の端面には、ペン芯４５と
保持体５５の境界面に、保持体樹脂層（以下、「境界面の保持体樹脂層を接着面」と表記
）を形成し、該接着面が、当該端面の全方向に対して長さ０．５ｍｍ以上、更に好ましく
は、０．８～３ｍｍ形成されていることが望ましい。
　この接着面は、平面、曲面、屈曲部の何れかで形成することができ、インク誘導部５０
の筆記部ペン芯４５側の端面には、接着面が当該端面全周に渡り０．５ｍｍ以上、更に好
ましくは、０．８～３ｍｍ形成されていることが望ましい。
　また、接着面上の保持体樹脂層が、ペン芯４５内部に向かって１～１０００μｍ、更に
好ましくは、１０～８００μｍ形成されていることが望ましく、また、ペン芯４５と接触
する保持体５５の接触部分の局部山頂の表面はシボ加工等により梨地状態となっているこ
とが望ましい。
　図４～図６は、筆記部となるペン芯４５と、インク誘導部５０を有する保持体５５とが
固着された状態の各図面である。
【００３０】
　図１０及び図１１は、本発明の筆記具においてキャップ体を取り外した状態の一例を示
す各図面であり、図１２及び図１３はキャップ体を取り付けた状態の一例を示す各図面で
あり、図１４はキャップ体の各図面である。
　本発明の筆記具では、筆記具の軸筒を構成する後軸１１内にインクを吸蔵したインク吸
蔵体２０、隙間部４９が形成されるように中継芯３０を保持し、ペン芯４５を取り付けた
ペン先４０、先軸１５を順次嵌合等により取り付けることにより、簡単に筆記具Ａを作製
することができるものである。
　キャップ体６０は、先軸１５に嵌合等により着脱自在に取り付けられるものであり、ペ
ン芯４５を保護する内キャップ部６１と、筒状型の外キャップ部６２とから構成され、外
キャップ部６２の該表面部にデザイン性を向上させた凹面部６３が形成された構造となっ
ている。また、外キャップ部６２の前方側となる開口面は筆記具を図１２に示すように、
机等の平坦面に倒立できる構造となるように広い開口面となっており、本実施形態では幅
方向長さ１．５ｃｍ、長手方向長さ２．８ｃｍ、肉厚１ｍｍの楕円状の開口面となってい
る。
【００３１】
　このように構成される筆記具では、中継芯３０の端面が当接可能な環状の段部４８と中
継芯３０との間に隙間部４９、好ましくは、長手方向の長さＹが、０＜Ｙ≦２ｍｍとなる
隙間部を形成することにより、インク吸蔵体２０からのインクを中継芯３０、隙間部４９
（及び凸部４９ａ）、インク誘導部５０、ペン芯４５へと毛管力作用により連続的にかつ
効率良く供給できるので、適切なインク流量を確保して筆記時の掠れを防止し、筆記流量
の安定とインク吸蔵体のインクを十分に使い切ることができる筆記具が得られるものであ
る。この隙間部４９に、更に、段部４８とインク誘導部５０との間に中継芯３０の径より
も小さく、インク誘導部５０の径よりも大きい開口型の凸部４９ａを形成することにより
、適切なインク流量を更に確保して筆記時の掠れを更に防止し、筆記流量の安定を更に向
上させることができるものとなる。
　また、ペン先４０は、上述の如く、筆記部となるペン芯４５と、該ペン芯４５を保持し
、筆記部にインクを供給するためのインク誘導部５０を少なくとも１つ有する保持体５５
を備えたものであり、インク吸蔵体２０に含まれるインクを、保持体５５に設けたインク
誘導部５０に供給するための中継芯３０を有すると共に、上記保持体５５が、視認性を有
する材料で構成されているので、当該保持体５５においてインキ誘導部５０以外の全面（
全体）が図１０及び図１１等に示すように、筆記方向を視認できる視認部となるものであ
り、視認部の面積比率を、先軸１５先端部より突出したペン先の４０％以上とすることが
でき、好ましくは、ペン先の保持体５５側面の視認部も、４０％以上とし、更に、インク



(10) JP 5864136 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

誘導部５０を保持体５５の長手方向中央部に形成し、インク誘導部５０の幅方向の長さ、
直径、断面積等を上述の好ましい範囲に好適に設定することにより、更に、視認部の面積
比率を、５０％以上にすることができ、従来よりも筆記方向に書いてある文字を確実に読
むことができる十分な視認性が付与することができると共に、終筆まで使用可能な筆記具
が提供されるものとなる。特に、インク誘導部５０を保持体５５の長手方向中央部に形成
することにより、筆記部となる多孔体４５に、かたよりなく効率的にインクを供給できる
ので、更に、終筆まで使用可能な筆記具が提供されるものとなる。
　また、インク誘導部５０を保持体５５の長手方向中央部に形成することにより、筆記方
向を定め易く、非常に筆記しやすい形状となるものである。
　更に、保持体５５の上部にリブ体５６、５６を設けることにより、定規で筆記した際に
、定規を汚さずに真直ぐな線などを引くこともできる。
　更にまた、インク誘導部５０には、直接液体が供給される機構とすることにより、イン
クを効率的に筆記部となる多孔体４５に供給することができるものとなる。なお、インク
誘導部５０として多孔体を用いた場合には、好適なインク流量が得られないことがある。
【００３２】
　本発明の筆記具は、上記実施形態などに限定されることなく、本発明の用紙を変更しな
い範囲内で種々変更することができる。
　上記実施形態において、インク吸蔵体２０からのインクを中継芯３０、隙間部４９、凸
部４９ａ、保持体５５のインク誘導部５０、ペン芯４５へと毛管力作用により連続的に供
給できる構造としたが、凸部４９ａを設けることなく省略して、図１５に示すように、イ
ンク吸蔵体２０からのインクを中継芯３０、隙間部４９、インク誘導部５０、ペン芯４５
に毛管力作用により供給してもよいものである。なお、図１６に示すように隙間部を形成
しない場合は、後述する参考例のように、適切なインク流量の確保、筆記時の掠れ、筆記
流量の安定性などが若干劣ることとなる。なお、図１５及び図１６において、図１５と共
通する構成は同一符号で示しその説明を省略するものである。
　また、上記実施形態では、筆記具本体の軸筒などを断面楕円状に形成したが、円形状、
三角形状、四角形以上の方形状にしても良いものである。
【実施例】
【００３３】
　次に、実施例により、本発明を更に詳述するが、本発明は下記実施例に限定されるもの
ではない。
【００３４】
〔実施例１〕
　下記構成及び図１～図１４に準拠するペン先を備えた筆記具、インクを使用した。ペン
先を構成する筆記部となるペン芯、保持体、インキ誘導部等の寸法等は下記に示す大きさ
のものを使用した。
【００３５】
（ペン先の構成）
　筆記部ペン芯：ＰＥ製焼結芯、気孔率６０％、上辺長さ５ｍｍ、下辺長さ６ｍｍ、高さ
３ｍｍ、前端面４８の両側を面取り加工
　保持体（本体部含む）：アクリル樹脂製、可視光線透過率８５％〔スガ試験機社製、多
光源分光測色計（ＭＳＣ－５Ｎ）にて反射率を測定し、可視光線透過率とした。〕
　ペン先の視認部面積（面積比率）の算出は、成形品の実寸法を測定することにより行い
、面積比率は９０％であった。長さＸ：１１ｍｍ、厚さ３．２ｍｍ、幅方向長さ６．８ｍ
ｍ
　インク誘導部：円筒形状、直径Ｗ：０．７ｍｍ、長さ７．１ｍｍ、インクが入った状態
の可視光線透過率２７％であった。
（ペン先以外の筆記具部材の構成）
　中継芯　：ＰＥＴ繊維束、気孔率６５％、φ３×２４ｍｍ
　隙間部Ｙ：１ｍｍ、凸部４９ａの大きさ等：φ２×１ｍｍ
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　インク吸蔵体：ＰＥＴ繊維束、気孔率８５％、φ１３×５５ｍｍ
　筆記具本体、キャップ：ポリプロピレン（ＰＰ）製
　ペン芯と保持体の接着は下記により行った。
　ペン芯は、保持体にペン芯を実施形態で詳述した如く、面取り部側から装着した状態で
、有機溶剤（酢酸エチル）をしみ込ませ、乾燥させることで接着した。
【００３６】
（インク組成）
　インクとして、下記組成の蛍光桃インクを使用した。
　色材　：ＶＣトナー桃（御国色素社製）　　　　　　　３０質量部
　湿潤剤：グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　２５質量部
　防腐剤：バイオエース（ケイアイ化成社製）　　　　０．７質量部
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　４４．３質量部
【００３７】
〔実施例２〕
　上記実施例１の筆記具において、図６のみを図１５に変更したペン先、具体的には、凸
部４９ａを有しない隙間部４９のペン先の筆記具を用いた。ペン芯、中継芯、インク吸蔵
体、インクは上記実施例１の各寸法等と同一である。
【００３８】
〔参考例〕
　上記実施例１の筆記具において、図６のみを図１６に変更したペン先、具体的には、凸
部４９ａ、隙間部４９を有しない、中継芯の端面とインク誘導部の端面が当接するペン先
の筆記具を用いた。ペン芯、中継芯、インク吸蔵体、インクは上記実施例１及び２の各寸
法等と同一である。
【００３９】
　上記で得られた実施例１及び２、並びに、参考例の各筆記具を用いて、下記評価方法で
インク流量の評価を行った。
（インク流量の評価方法）
　自動筆記装置に、各筆記具をセットして、ＪＩＳ　Ｓ６０３７に従い、上質紙面上で筆
記角度６５゜、筆記力１Ｎ、速度７ｃｍ／ｓ、距離１００ｍで直線筆記後、筆記した描線
状態を目視にて確認し、下記評価基準によりインク流量の評価を行った。
　評価基準：
　　◎：筆記性は良好。１００ｍまで描線掠れは全くなし。
　　△：筆記性不十分。描線掠れあり。
　　×：筆記性不十分。著しい描線かすれあり。
【００４０】
　上記実施例１及び２、並びに、参考例の各筆記具におけるインク流量の評価は、実施例
１が「◎」、実施例２が「◎」、参考例が「△～×」であった。
　従って、ペン先の段部と中継芯との間に隙間部、凸部を形成した実施例１（図６）の筆
記具、並びに、隙間部を形成した実施例２（図１５）の筆記具では、インク吸蔵体からの
インクを中継芯、隙間部（及び凸部）、インク誘導部、ペン芯へと毛管力作用により連続
的にかつ効率良く供給できるので、適切なインク流量を確保して筆記時の掠れを防止し、
筆記流量の安定に寄与できる筆記具が得られることがわかった。
　これに対して、中継芯の端面とインク誘導部の端面が当接する参考例（図１６）の筆記
具では、距離１００ｍまでのインク流量の評価では筆記時の掠れがあり、筆記流量の安定
性に劣ることがわかった。
【００４１】
　上記実施例１及び２の筆記具を用いて、文字の上に筆記したところ、筆記時に視認部を
介して向こう側の見え方を目視にて確認したところ、視認性が十分であり、非常に見やす
く、筆記方向に書いてある文字を読みながら筆記することができた。
　また、実施例１及び２の筆記具を用いて、１５０ｃｍの高さからペン先を上方に向けて



(12) JP 5864136 B2 2016.2.17

10

20

コンクリート上に自由落下させた場合にシール破壊があるかどうかを評価したところ、落
下衝撃によっても、インク誘導部に空気が入らず、筆記性能も良好であり、シール性能に
問題がないことがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の筆記具では、アンダーラインペン、ペイントマーカー、油性マーカー、水性マ
ーカーと呼ばれるタイプの筆記具に好適に使用することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　　Ａ　筆記具
　１０　軸筒
　１１　後軸
　１５　先軸
　２０　インク吸蔵体
　３０　中継芯
　４０　ペン先
　４５　ペン芯
　４８　段部
　４９　隙間部
　５０　インク誘導部
　５５　保持体
　６０　キャップ体

【図１】 【図２】
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